
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
十
三
号

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
小
笠
原
諸
島
復
興
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
別
の
助
成
）

第
一
条
　
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
業
で
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
事
業
に
関
す
る
主
務
大
臣
と
協
議
し
て
指
定
す
る

も
の
と
し
、
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
に
掲
げ
る
割
合
と
す
る
。

（
国
有
財
産
の
譲
与
等
）

第
二
条
　
国
は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
国
有
財
産
を
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
施
設
で
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
振
興
開
発
計
画
に
係
る
も
の
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
関
係
地
方
公
共
団
体
に
対

し
て
、
同
表
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
国
有
財
産
を
無
償
又
は
時
価
よ
り
低
い
価
格
で
譲
渡
し
、
又
は
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
）

第
三
条
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
永
住
の
目
的
を
も
つ
て
小
笠
原
諸
島
の
地
域
へ
移
住
す
る
も
の
の
う
ち
、
国
の
行
政
機
関
が
作
成
し
た
旧
島
民
の
帰
島

に
関
す
る
計
画
に
基
づ
き
当
該
移
住
を
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
当
該
行
政
機
関
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

一
　
昭
和
十
九
年
三
月
三
十
一
日
に
小
笠
原
諸
島
に
住
所
を
有
し
て
い
た
者

二
　
前
号
に
掲
げ
る
者
の
父
母
、
配
偶
者
（
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
子
及
び
孫
並
び
に
こ
れ
ら
の
配
偶
者

（
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
計
算
）

第
三
条
の
二
　
法
第
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
千
五
百
万
円
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
ま
ず
同
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
か
ら
成
る
も
の
と
し
、
同
号

の
規
定
の
適
用
が
な
い
場
合
又
は
同
号
の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
が
千
五
百
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
千
五
百
万
円
又
は
当
該
満
た
な
い
部
分
の
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
順
次
同
項
第
四
号
、
第
三
号
又
は
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
控
除
す
べ
き
金
額
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
譲
渡
益
に
相
当
す
る
金
額
の
う
ち
に
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
三
十
三

条
第
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
所
得
に
係
る
部
分
の
金
額
と
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
所
得
に
係
る
部
分
の
金
額
と
が
あ
る
と
き
は
、
ま
ず
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
所
得
に
係
る
部
分
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
不
動
産
の
価
格
の
決
定
）

第
四
条
　
東
京
都
知
事
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
価
格
が
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
当
該
不
動
産
を
譲
渡
し
た
日
現
在
に
お
け
る
そ
の
価
格
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
四
十
二
条
第
二
項
の
離
島
前
の
家
屋
の
価
額
）

第
五
条
　
法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
離
島
前
の
家
屋
の
価
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
額
は
、
小
笠
原
諸
島
の
地
域
に
お
い
て
取
得
し
た
家
屋
の
価
格
に
そ
の
家
屋
の
床
面
積
に
対
す
る
離
島
前
の
家
屋
の
床
面
積
（
既
に
小
笠

原
諸
島
の
地
域
に
お
い
て
取
得
し
た
家
屋
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
床
面
積
を
控
除
し
た
面
積
）
の
割
合
（
そ
の
割
合
が
一
を
超
え
る
と
き
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
附
則
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
者
）

２
　
法
附
則
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
第
三
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
永
住
の
目
的
を
も
つ
て
小
笠
原
諸
島
の
地
域
へ
移
住
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
国
の
行
政
機
関
の
認
定
を
受
け
た
者
と
す
る
。

（
負
担
額
及
び
補
助
額
の
特
例
）

３
　
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
昭
和
五
十
九
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
東
京
都
が
行
う
事
業
又
は
国
が
東
京
都
に
負
担
金
を
課
し
て
行
う
事
業
（
以
下
「
実
施
事
業
」
と
い
う
。
）
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
国
の
負
担
又
は
補
助
の
額
は
、
当
該
実
施
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
又
は
補
助
に
係
る
金
額
か
ら
、
そ
の
金
額
か
ら
当
該
実
施
事
業
に
要
す
る
経
費
に
係
る
通
常
の
国
の
負
担
又
は
補
助

の
割
合
に
よ
り
算
定
し
た
国
の
負
担
又
は
補
助
に
係
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

（
昭
和
六
十
年
度
の
特
例
）

４
　
別
表
第
一
の
規
定
の
昭
和
六
十
年
度
に
お
け
る
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
道
路
の
項
中
「
四
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
三
分
の
二
」
と
、
同
表
港
湾
の
項
中
「
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
九
」
と
、
「
四
分
の
三
」
と
あ
る

の
は
「
三
分
の
二
」
と
、
同
表
漁
港
の
項
中
「
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
九
（
水
産
業
協
同
組
合
が
施
行
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
分
の
十
）
」
と
、
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
七
（
水
産
業
協
同
組
合
が
施

行
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
五
分
の
四
）
」
と
、
同
表
教
育
施
設
の
項
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
七
」
と
、
「
三
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
五
分
の
三
」
と
す
る
。

（
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
平
成
四
年
度
ま
で
の
特
例
）

５
　
別
表
第
一
の
規
定
の
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
平
成
四
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
道
路
の
項
中
「
四
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
五
分
の
三
」
と
、
同
表
港
湾
の
項
中
「
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
十

分
の
九
」
と
、
「
四
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
五
分
の
三
」
と
、
同
表
漁
港
の
項
中
「
十
分
の
十
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
九
（
水
産
業
協
同
組
合
が
施
行
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
十
分
の
十
）
」
と
、
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は

「
三
分
の
二
（
水
産
業
協
同
組
合
が
施
行
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
五
分
の
四
）
」
と
、
同
表
教
育
施
設
の
項
中
「
五
分
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
三
分
の
二
」
と
、
「
三
分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
十
分
の
五
・
五
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
五
年
一
一
月
一
六
日
政
令
第
三
三
〇
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
六
年
九
月
六
日
政
令
第
二
八
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
九
年
六
月
二
六
日
政
令
第
二
二
五
号
）
　
抄

1



（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
国
土
庁
設
置
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
二
年
七
月
一
日
政
令
第
二
二
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
三
月
三
一
日
政
令
第
六
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
五
二
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
改
正
後
の
小
笠
原
諸
島
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
七
年
度
及
び
昭
和
五
十
八
年
度
の
各
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
昭
和
五
十
八
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国

の
負
担
又
は
補
助
で
昭
和
五
十
九
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十
六
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
昭
和
五
十
七
年
度
以
降
の
年

度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
六
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
笠
原
諸
島
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
九
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら
昭
和
五
十
九
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
歳
出

予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
昭
和
五
十
九
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
事
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
五
月
一
八
日
政
令
第
一
三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
附
則
第
二
項
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
小
笠
原
諸
島
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
附
則
第
四
項
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
琵
琶
湖
総

合
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
附
則
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
奄
美
群
島
振
興
開
発
特

別
措
置
法
施
行
令
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
附
則
第
五
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
（
昭
和
五
十
九
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に

基
づ
き
昭
和
六
十
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
を
除
く
。
）
並
び
に
同
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
昭
和
六
十
一
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
昭

和
六
十
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
昭
和
六
十
一
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
五
十
九
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
昭
和
六
十
年
度
以
降
の
年
度

に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
昭
和
五
十
九
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
昭
和
六
十
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
五
月
八
日
政
令
第
一
五
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
小
笠
原
諸
島
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
、
琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
及

び
小
笠
原
諸
島
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
（
昭
和
六
十
一
年
度
及
び
昭
和
六
十
二
年
度
の
特
例
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
昭
和
六

十
一
年
度
及
び
昭
和
六
十
二
年
度
。
以
下
同
じ
。
）
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
（
昭
和
六
十
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
昭
和
六
十
一
年
度
以
降
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助

を
除
く
。
）
並
び
に
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
昭
和
六
十
四
年
度
（
昭
和
六
十
一
年
度
及
び
昭
和
六
十
二
年
度
の
特
例
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
昭
和
六
十
三
年

度
。
以
下
同
じ
。
）
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
昭
和
六
十
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
昭
和
六
十
四
年
度
以
降
の
年
度
に
繰

り
越
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
六
十
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
昭
和
六
十
一
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
昭
和
六
十
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出

予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
昭
和
六
十
一
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
四
月
一
〇
日
政
令
第
一
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行

令
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
規
定
は
、
平
成
元
年
度
及
び
平
成
二
年
度
（
平
成
元
年
度
の
特
例
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
平
成
元
年
度
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
予
算
に
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係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
（
昭
和
六
十
三
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
元
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
を
除
く
。
）
、
平
成
元
年
度
及
び
平
成
二
年
度
の
国
庫
債

務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
三
年
度
（
平
成
元
年
度
の
特
例
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
年
度
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
国
の
負
担
又
は
補
助
並
び
に
平
成
元
年
度
及
び

平
成
二
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
平
成
三
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
昭
和
六
十
三
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
元
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出

す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
昭
和
六
十
三
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
平
成
元
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行

令
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
規
定
は
、
平
成
三
年
度
及
び
平
成
四
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
（
平
成
二
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
三
年

度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
を
除
く
。
）
、
平
成
三
年
度
及
び
平
成
四
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
国
の
負
担
又
は
補
助
並

び
に
平
成
三
年
度
及
び
平
成
四
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
三
年
度
以

降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
平
成
二
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
平
成
三
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
水
資
源
開
発
公
団
法
施
行
令
、
離
島
振
興
法
施
行
令
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
琵
琶
湖
総
合
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
、
水
源
地
域
対
策
特
別
措
置

法
施
行
令
及
び
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
施
行
令
及
び
小
笠
原
諸
島
振
興
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
規
定
は
、
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
（
平
成
四
年
度
以
前
の

年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
四
年
度
以
前
の
年
度
の
国
庫
債
務
負
担
行
為
に
基
づ
き
平
成
五
年
度
以
降

の
年
度
に
支
出
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
国
の
負
担
又
は
補
助
及
び
平
成
四
年
度
以
前
の
年
度
の
歳
出
予
算
に
係
る
国
の
負
担
又
は
補
助
で
平
成
五
年
度
以
降
の
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
五
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
政
令
第
三
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
二
五
日
政
令
第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
六
号
）
　
抄

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
三
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
一
六
日
政
令
第
四
二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
一
〇
月
一
八
日
政
令
第
三
〇
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
漁
港
漁
場
整
備
法
及
び
水
産
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

事
業
の
区
分

国
の
負
担
又
は
補
助
の
割
合

道
路

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
道
路
の
新
設
又
は
改
築

五
分
の
三

港
湾

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
港
湾
施
設
の
う
ち
水
域
施
設
及
び
外
郭
施
設
の
建
設
又
は
改
良

十
分
の
九

港
湾
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
港
湾
施
設
の
う
ち
係
留
施
設
及
び
臨
港
交
通
施
設
の
建
設
又
は
改
良

五
分
の
三
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漁
港

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
漁
港
施
設
の
う
ち
外
郭
施
設
及
び
水
域
施
設
の
修
築

十
分
の
九
（
水
産
業
協
同
組
合
が
施
行
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
十
分
の
十
）

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
に
規
定
す
る
漁
港
施
設
の
う
ち
係
留
施
設
、
輸
送
施
設
及
び
漁
港
施
設
用
地
（
公
共
施
設
用
地
に
限
る
。
）
の
修
築
三
分
の
二
（
水
産
業
協
同
組
合
が
施
行
す
る
も
の
に
あ

つ
て
は
、
五
分
の
四
）

簡
易
水
道
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
簡
易
水
道
事
業
の
用
に
供
す
る
水
道
施
設
の
新
設
又
は
増
設

二
分
の
一

教
育
施
設
公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
の
用
に
供
す
る
建
物
及
び
学
校
給
食
の
開
設
に
必
要
な
設
備
の
整
備

三
分
の
二

公
立
の
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
に
勤
務
す
る
教
員
及
び
職
員
の
た
め
の
住
宅
の
建
築

十
分
の
五
・
五

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

施
設

国
有
財
産
の
譲
渡
又
は
貸
付
け
の
方
法

ほ圃
場
造
成
に
係
る
農
道
及
び
用
排
水
路

譲
与
又
は
無
償
貸
付
け

漁
業
無
線
施
設

時
価
の
二
分
の
一
の
額
に
よ
る
譲
渡
又
は
貸
付
け

営
農
研
修
施
設

時
価
の
二
分
の
一
の
額
に
よ
る
譲
渡
又
は
貸
付
け

一
時
宿
泊
所
兼
農
業
研
修
施
設

イ
　
主
と
し
て
一
時
宿
泊
の
用
に
供
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
時
価
の
二
分
の
一
の
額
に
よ
る
貸
付
け

ロ
　
主
と
し
て
農
業
研
修
の
用
に
供
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
時
価
の
二
分
の
一
の
額
に
よ
る
譲
渡
又
は
貸
付
け
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